
- 1 - 
 

令和５年度第１０回 芦屋町選挙管理委員会 議事録 

日 時 
令和５年６月１日（木） 

開会時間  １０時２８分   閉会時間 １１時０８分   場所 選挙管理委員会室 

 役職 氏 名 出 欠 役職 氏 名 出 欠 

委員長 柴 田 正 裕 ○出 欠 書記長 溝 上 竜 平 ○出 欠 

委員 本 郷 恭 子 ○出 欠 書記 石 松 健 吾 ○出 欠 

委員 豊  岡  正  幸 ○出 欠 書記 後 藤  契 出 ○欠 

委員 池  田  す み 子 ○出 欠    

出席者  選挙管理委員４名  事務局２名   計  ６名    欠席者  １名 

 

議案及び審議の結果 

 

 

○議案第１７号 選挙人名簿から抹消することについて 

        全委員異議なく、原案のとおり決定した。 

  

○議案第１８号 選挙人名簿に登録する者を定めることについて 

全委員異議なく、原案のとおり決定した。 

 

○議案第１９号 選選挙人名簿登録者の50分の1の数、3分の1の数及び6分の1の数について 

全委員異議なく、原案のとおり決定した。 

 

○議案第２０号 在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて 

全委員異議なく、原案のとおり決定した。 

 

〇議案第２１号 選挙運動費用収支報告の要旨について 

全委員異議なく、原案のとおり決定した。 
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《 議 事 》 

発言者 内容 

委員長 

 

 

 

書記 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

書記 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

只今より、令和5年度第10回芦屋町選挙管理委員会を開催します。 

今回の署名委員は柴田委員と本郷委員にお願いします。 

それでは、事務局からお願いします。 

 

事務局より5件、議事の説明をさせていただきます。ひとつずつ議案の説明をおこない、

質問と採決を行わせていただきます。 

〇議案第17号 選挙人名簿から抹消することについて 

（議案第17号 選挙人名簿から抹消することについて説明） 

（報告 令和5年3月1日から令和5年5月31日までの期間に死亡された方の人数に

ついて説明） 

 

只今、事務局より説明がありましたが、何かご意見等はありますか。 

（特になしとの声あり） 

それでは、特にないようですので、採決を取りたいと思います。議案第17号について、

異議はありませんか。 

（異議なしとの声あり） 

異議がないようですので、議案第17号は提案どおり可決しました。 

つづきまして、議案第18号について説明をお願いします。 

 

〇議案第18号 選挙人名簿に登録する者を定めることについて 

（議案第18号 選挙人名簿に登録する者を定めることについて説明） 

（参考資料 令和5年6月1日定時登録の選挙人名簿の登録者数について説明） 

 

只今、事務局より説明がありましたが、何かご意見等はありますか。 

（特になしとの声あり） 

それでは、特にないようですので、採決を取りたいと思います。議案第18号について、

異議はありませんか。 

（異議なしとの声あり） 

異議がないようですので、議案第18号は提案どおり可決しました。 

つづきまして、議案第19号について説明をお願いします。 
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書記 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

書記 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

書記 

 

 

委員長 

 

 

 

〇議案第19号 選挙人名簿登録者の50分の1の数、3分の1の数及び6分の1の数に

ついて 

（議案第19号 選挙人名簿登録者の50分の1の数、3分の1の数及び6分の1の数に

ついて説明） 

 

只今、事務局より説明がありましたが、何かご意見等はありますか。 

（特になしとの声あり） 

それでは、特にないようですので、採決を取りたいと思います。議案第19号について、

異議はありませんか。 

（異議なしとの声あり） 

異議がないようですので、議案第19号は提案どおり可決しました。 

つづきまして、議案第20号について説明をお願いします。 

 

〇議案第20号 在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて 

（議案第20号 在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて説明） 

（参考資料 令和5年6月1日定時登録の在外選挙人名簿の登録者数について説明） 

 

只今、事務局より説明がありましたが、何かご意見等はありますか。 

（特になしとの声あり） 

それでは、特にないようですので、採決を取りたいと思います。議案第20号について、

異議はありませんか。 

（異議なしとの声あり） 

異議がないようですので、議案第20号は提案どおり可決しました。 

つづきまして、議案第21号について説明をお願いします。 

 

〇議案第21号 選挙運動費用収支報告の要旨について 

（議案第21号 選挙運動費用収支報告の要旨について説明） 

 

只今、事務局より説明がありましたが、何かご意見等はありますか。 

（特になしとの声あり） 

それでは、特にないようですので、採決を取りたいと思います。議案第21号について、 

異議はありませんか。 
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書記 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（異議なしとの声あり） 

異議がないようですので、議案第21号は提案どおり可決しました。 

続いて、事務局よりその他の説明をお願いします。 

 

それでは、付属期間の会議の公開について説明をいたします。 

（以下、付属期間の会議の公開について説明） 

 

以上でよろしいですか。 

委員の方も質問等よろしいですか。 

（特になしとの声あり） 

それでは、特に無いようですので、これにて、令和 5 年度第 10 回芦屋町選挙管理委員

会を閉会します。皆さま、おつかれさまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


